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基本理念

計画の期間
　この計画は、令和７(202５)年度から令和１１(202９)年度までの５か年を計画の期間とし、今後の
制度改正といった国の動向等により、計画期間内においても必要に応じて見直しを行います。

計画の対象
　この計画の対象は、出生前から乳幼児期を初め、こども（０歳からおおむね18歳まで）及び若者（お
おむね15歳からおおむね30歳未満まで）とその保護者等とします。ただし、一部の施策については、年
齢を拡大して対象としているものもあります。

計画の位置づけ

このまちで 育ってよかった 育ててよかった
子育ち・子育てを地域で応援するまち あさか



計画の基本目標

すべてのこども・若者が
幸せを感じ成長できるまち

　みんなそれぞれの個性が認められ、自分
を好きになって、自信を持って成長できる
ように、色々な取り組みを進めるととも
に、こどもや若者が安心して暮らせるよう
に、安全を守る仕組みを作ります。

すべてのこども・若者が
夢を想い描けるまち

　みなさんがたくさんの人と出会い、将来
の夢を考えられるよう、そのきっかけづく
りをしたり、地域の中に、子どもや若者が
安心して過ごせる場所を増やしていきま
す。

すべてのこども・若者が
安心して子育ちできるまち

　みなさんやご両親が、妊娠・出産から子
育ての間ずっと、途切れることなくサポー
トを受けられるようにしながら、子育てで
不安や負担を感じすぎないように、地域み
んなで支え合えるようにします。

すべてのこどもが質の高い
教育・保育を受けられるまち

　こどもが元気に幸せに育ち、親が安心し
て子育てできる環境を作るため、保育園や
幼稚園、そのほか様々な子育て関連のサー
ビスを充実させ、さまざまな課題に対応で
きるようにします。また、質の高い教育・
保育を受けられるように、先生たちを増や
し、スキルアップを支援します。



こども計画  



 の施策体系



子ども・子育て   

①幼児期の学校
教育・保育の提供

　こどもたちが、教育や保育を
適切に受けられるよう、親御さ
んのご要望を伺いながら、幼稚
園や保育園、小規模保育など、
預け先を整えていきます。

②延長保育事業

　保育園などを利用している、
共働きでお仕事をがんばってい
るご家庭のために、お仕事の時
間に合わせて、保育時間を長く
していきます。

③放課後児童クラブ

　お仕事などで、ご両親が返っ
てくるのが遅い小学生のみんな
も、安心して楽しく過ごせるよ
うに、学校が終わった後や長い
お休みの間、遊びや学びの場を
提供します。

④子育て短期支援事業
(ショートステイ事業)

　ご両親が病気や仕事などで、
どうしても子どもの面倒を見る
ことができない時、代わりに里
親の里親で子どもを預かってく
れる事業です。

⑤乳児家庭
全戸訪問事業

　赤ちゃんが生まれたばかりの
ご家庭を訪問して、子育ての情
報を提供したり、困っているこ
とがないかお話を伺ったり、サ
ポートが必要な場合は、すぐに
必要なサービスに繋げていま
す。

⑥養育支援訪問事業及
び要保護児童支援事業

　養育支援訪問事業は、子育て
で悩んだり困ったりしている親
御さんを助けるために、家事の
お手伝いや子育ての専門家によ
る相談・助言を、訪問によって
提供するサービスです。

　要保護児童支援事業は、色々
な理由で、おうちで暮らすのが
難しくなってしまった子どもた
ちや、その親御さんを支援する
ために、要保護児童対策地域協
議会を置いて、情報を共有した
り、相談したり、協力してサポ
ートしてくれる事業です。

⑦地域子育て支援
拠点事業

　保育園や公民館など、みんな
が行きやすい場所で、子育て中
の家族同士が交流したり、子育
ての悩みを相談したりする事業
です。

⑧一時預かり事業

　いろいろな事情で、おうちで
面倒を見てもらえない赤ちゃん
や小さな子どもたちを、幼稚園
や保育園などで、一時的に預か
ってくれる事業です。

⑨病児保育事業

　子どもが急に病気になってし
まって、保育園にも行けず、親
御さんも仕事で面倒を見られな
い時、病院や保育園などに併設
されている専用の部屋で、看護
師さんなどが一時的に子どもを
見てくれる事業です。

⑩ファミリー・サポー
ト・センター事業

　子育てを手伝ってあげたい人
と、手伝ってほしい人が会員に
なって、地域の中で助け合いな
がら子育てを支援する活動で、
その連絡･調整を行う事業で
す。



  支援事業計画

⑪妊婦健康診査

　妊婦さんの健康を守り、安心
して赤ちゃんを産めるように、
必要な健康診断を受けることが
できる事業です。

⑫利用者支援事業

　乳幼児に対する学校教育や保
育を適切に提供できるように、
保護者のニーズに基づき、幼稚
園、保育所、小規模保育事業な
どの基盤整備を行います。

⑬実費徴収に係る補足
給付を行う事業

　食事の提供に係る費用につい
て、幼稚園に通う家庭の中で、
経済的に厳しい状況にある世帯
を対象に、費用の一部を補助す
る事業です。

⑭多様な事業者の参入
促進・能力活用事業

　地域の希望に合わせて、保育
園や幼稚園を増やす上で、様々
な事業者が新しく保育施設を作
れるよう支援します。また、特
別な支援が必要な子どもたちを
受け入れる体制を強化し、質の
高い保育を提供します。

⑮子育て世帯訪問
支援事業

　子育てで悩んだり、負担を感
じている家庭や、妊産婦さん、
ヤングケアラーがいる家庭を訪
問して、困っていることなどを
聞いて、家事や子育てをサポー
トし、虐待リスクを未然に防ぐ
事業です。

⑯児童育成支援
拠点事業

家庭や学校でうまくいかない子
どもたちのために、安心して過
ごせる場所を提供し、こどもた
ちやその家族一人ひとりの状況
に合わせて、必要な支援を受け
られるようにする事業です。

⑰親子関係形成
支援事業

　子育てに悩む親御さんとその
こどもたちのために、こどもの
成長に合わせて様々な情報提供
や相談対応を行ったり、親御さ
ん同士が相談できる場所を提供
することで、親子が仲良くなれ
るようにする事業です。

⑱妊婦等包括相談
支援事業

　妊娠中のお母さんなどの相談
にのったり、お母さんと赤ちゃ
んの健康チェックをしたり、子
育てに関する情報提供や相談対
応、そのほか妊娠中のお母さん
などへの様々なサポートをする
事業です。

⑲乳児等通園支援事業

　6ヶ月から3歳未満の、保育
園に通っていないお子さんを対
象に、遊びや生活の場を提供す
る事業です。また、お子さんや
保護者の方と面談を行い、子育
てに関する情報提供や相談、ア
ドバイスなども行います。

⑳産後ケア事業

　赤ちゃんを産んだばかりのお
母さんが、ゆっくり休んだり、
体を回復させたり、子育てのサ
ポートを受けたりできる事業で
す。専門のスタッフが、ママの
心と体のケアや、赤ちゃんのお
世話の仕方を教えてくれます。
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